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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お
健
や
か

に
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　

旧
年
中
は
、
当
健
康
保
険
組
合
並
び
に
企

業
年
金
基
金
の
事
業
運
営
に
対
し
ま
し
て
、

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
の
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
と
し
ま
し
て

は
、
海
外
で
は
6
月
イ
ギ
リ
ス
で
実
施
さ
れ

た
E
U
離
脱
の
国
民
投
票
や
11
月
ア
メ
リ
カ

の
大
統
領
選
挙
の
結
果
で
し
た
。
ま
た
国
内

で
は
、
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
8
月
リ
オ

デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
、
日
本
は
史
上
最
高
の
41
個
の
メ
ダ
ル

を
獲
得
し
ま
し
た
。
お
家
芸
の
柔
道
も
復
活

す
る
な
ど
、
次
回
の
東
京
開
催
に
向
け
て
国

民
の
期
待
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
年
と
な
り
ま

し
た
。

　

社
会
保
障
関
連
に
お
い
て
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
使
用
が
本
格
的
に
企
業
年
金
基
金
で
始

ま
り
ま
し
た
。
健
康
保
険
組
合
で
は
今
年
1

月
1
日
か
ら
始
ま
り
、
7
月
の
医
療
保
険
者

等
の
情
報
連
携
開
始
に
向
け
準
備
を
進
め
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
事
業
所

を
経
由
し
て
皆
さ
ま
の
個
人
番
号
を
収
集
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
り
正
確
で
効
率
的

な
事
務
を
実
施
す
る
た
め
に
、
ご
協
力
を
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
平
成
27
年
度
当
健
康
保
険
組
合
の

状
況
で
す
が
、
異
常
な
ほ
ど
高
額
と
な
り
ま

し
た
納
付
金
に
対
応
す
る
た
め
、
当
年
度
よ

り
保
険
料
率
を
千
分
の
13
引
き
上
げ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
保
険
料
収

入
は
、
前
年
比
1
1
7

・

4
％
3
億
2
千
万

円
増
の
21
億
6
、1
7
9
万
円
と
大
幅
な
増

収
と
な
り
ま
し
た
。
総
標
準
賞
与
額
は
減
少

し
ま
し
た
が
、
被
保
険
者
数
お
よ
び
標
準

報
酬
月
額
が
増
加
し
ま
し
た
こ
と
も
寄
与

し
て
お
り
ま
す
。
対
予
算
で
は
1
0
4

・

2

％
、
8
、6
5
0
万
円
の
増
収
と
な
り
ま
し

た
。
繰
入
金
3
億
3
、1
6
0
万
円
や
国
庫

補
助
金
収
入
・
雑
収
入
等
を
合
わ
せ
た
収
入

合
計
で
は
前
年
度
よ
り
4
億
8
6
8
万
円
増

の
26
億
8
、0
0
9
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
支
出
に
つ
き
ま
し
て
は
、
保
険
給

付
費
が
10
億
7
、5
4
9
万
円
と
前
年
比
3
、

5
3
2
万
円
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。
本

人
の
給
付
費
は
前
年
比
91

・

7
％
と
落
ち

着
き
ま
し
た
が
、
家
族
の
給
付
費
が
前
年

比
1
1
1

・

5
％
と
大
幅
に
増
加
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
た
納
付
金
等
の

総
額
が
前
年
か
ら
4
億
円
増
加
し
た
こ
と
に

よ
り
、
支
出
合
計
は
26
億
1
、1
4
5
万
円

（
前
年
比
3
億
6
、8
4
7
万
円
の
増
）
と

な
り
ま
し
た
。
別
途
積
立
金
の
取
り
崩
し

を
予
算
よ
り
2
億
円
少
な
く
抑
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
の
で
、
収
入
支
出
差
引
は

6
、8
6
3
万
円
の
プ
ラ
ス
と
な
り
ま
し
た
。

　

経
常
収
支
で
は
予
算
に
対
し
て

9
、4
9
0
万
円
余
り
を
圧
縮
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
3
億
9
、2
6
7
万
円
の

マ
イ
ナ
ス
を
計
上
す
る
こ
と
と
な
り
、
前
年

度
に
続
き
大
幅
な
赤
字
決
算
と
な
り
ま
し

た
。

　

保
健
事
業
は
財
政
状
況
の
厳
し
さ
か
ら

年
々
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
被
保
険
者
1

人
当
た
り
の
保
健
事
業
費
も
こ
こ
4
年
連
続

の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。
保
健
事
業
で
は
、

人
間
ド
ッ
ク
の
自
己
負
担
等
を
見
直
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
受
診
区
分
を
変
更

し
た
こ
と
も
あ
り
受
診
者
数
は
増
加
し
ま
し

た
。
ま
た
特
定
保
健
指
導
は
、
利
用
者
が
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
今
後
も
低
年
齢
化

す
る
生
活
習
慣
病
へ
の
対
策
と
し
て
継
続
・

強
化
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

平
成
27
年
度
よ
り
保
険
料
率
の
引
き
上
げ

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
収
支
も
改
善
し
て
お
り

ま
す
が
、
保
険
給
付
費
が
増
加
傾
向
に
あ
る
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な
ど
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
は
続
い
て

お
り
ま
す
。
保
健
事
業
を
見
直
し
て
推
進
し

て
お
り
ま
す
が
、
よ
り
一
層
の
改
善
が
必
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

既
に
昨
年
の
「
み
ど
り
の
た
よ
り
」
春
号

で
も
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
が
、
直
営
保
養

所
「
有
馬
み
ど
り
荘
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

昨
年
3
月
末
で
閉
鎖
し
ま
し
た
。
ま
た
8
月

に
は
売
却
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ

と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
長
い
間
皆
さ

ま
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
企
業
年
金
基
金
の
状
況
に
つ
い
て

申
し
上
げ
ま
す
。

　

基
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
27
年
10
月

1
日
に
旧
厚
生
年
金
基
金
で
の
国
の
代
行
部

分
の
返
上
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
、
新
し
く

「
兵
庫
ト
ヨ
タ
自
動
車
企
業
年
金
基
金
」
が

ス
タ
ー
ト
し
、
初
年
度
で
あ
る
平
成
27
年
度

（
28
年
3
月
）
決
算
が
終
わ
り
ま
し
た
。
新

制
度
へ
移
行
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
6
ヶ

月
の
変
則
決
算
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
3
月
末
の
数
理
計
算
上
で

の
責
任
準
備
金
は
51
億
9
、2
0
0
万

円
と
な
り
ま
し
た
が
、
純
資
産
は
そ

れ
を
15
億
3
、0
0
0
万
円
上
回
る

67
億
2
、2
0
0
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

代
行
返
上
・
新
制
度
設
計
に
お
い
て
、
確
実

に
移
行
で
き
る
よ
う
に
と
硬
く
試
算
し
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
結
果
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

財
政
検
証
に
つ
き
ま
し
て
は
、
3
つ
の
検

証
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
1
つ
目
の
「
継
続

基
準
に
よ
る
検
証
」
で
は
、
当
期
末
に
お
い

て
純
資
産
67
億
2
、2
0
0
万
円
は
責
任
準

備
金
51
億
9
、2
0
0
万
円
を
上
回
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
掛
金
の
見
直
し
（
再
計
算
）

を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

次
に
2
つ
目
の
「
非
継
続
基
準
に
よ
る
検

証
」
で
は
、
当
年
度
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
積
立
水
準
は
「
0

・9
8
」
で
す
が
、

当
基
金
は
「
0

・

9
7
」
と
な
り
、
他
の
用

件
も
満
た
し
て
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
基
準

に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

は
回
復
計
画
を
策
定
し
提

出
い
た
し
ま
す
が
、
追
加

掛
金
は
必
要
ご
ざ
い
ま
せ

ん
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　

3
つ
目
は
、「
積
立
超
過

基
準
に
よ
る
検
証
」
で
す

が
、
当
期
末
で
の
純
資
産

67
億
2
、2
0
0
万
円
は
数

理
債
務
の
1.5
倍
の
額
と
な

る
1
2
0
億
4
、4
0
0
万

円
を
超
過
し
て
い
ま
せ
ん

の
で
、
積
立
限
度
額
の
算

定
等
を
行
う
必
要
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

前
年
27
年
度
は
中
国
経
済
の
減
速
懸
念
や

原
油
価
格
の
下
落
、
日
銀
の
マ
イ
ナ
ス
金
利

導
入
な
ど
よ
り
市
況
は
大
き
く
変
動
い
た
し

ま
し
た
。
全
国
の
企
業
年
金
全
体
で
は
運
用

利
廻
り
は
マ
イ
ナ
ス
0

・

9
2
％
と
な
っ
た

模
様
で
す
が
、
当
基
金
は
債
券
比
率
の
大
き

い
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
寄
与
し
半
年
間
の
決

算
で
は
プ
ラ
ス
0

・9
8
％
と
な
り
ま
し
た
。

旧
厚
生
年
金
と
併
せ
ま
し
た
平
成
27
年
4
月

か
ら
平
成
28
年
3
月
ま
で
の
1
年
間
で
は
、

プ
ラ
ス
0

・

6
7
％
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
資
産
運
用
に
つ
い
て
市

場
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
安

定
運
用
を
目
指
す
た
め
に
当
基
金
の
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
を
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

　

新
し
い
年
で
あ
り
ま
す
平
成
29
年
に
お
き

ま
し
て
も
、
健
康
保
健
組
合
に
つ
き
ま
し

て
は
保
健
事
業
内
容
の
さ
ら
な
る
充
実
を

図
り
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
推
進
に
よ
る

「
早
期
発
見
・
早
期
予
防
」
に
て
医
療
費
増

加
の
抑
制
を
し
て
い
き
ま
す
。
企
業
年
金
基

金
に
つ
き
ま
し
て
は
公
的
年
金
を
補
完
す
る

基
金
制
度
の
円
滑
な
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
引
き
続
き
皆

さ
ま
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
が
必
要
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま

す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
年
が
皆
さ
ま
に

と
り
ま
し
て
幸
多
き
一
年
と
な
り
ま
す
こ
と

を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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心の相談室「ハートフレンド」のご案内　メンタルヘルスカウンセリング事業
電話でのご相談は　　0120-150-251　9：00〜22：00（年中無休）　兵庫トヨタ自動車健康保険組合「ハートフレンド」専用番号です
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※保健指導対象者の合計には被扶養者を含んでいます。（保健指導実施率＝指導終了者数÷対象者数）

保健指導
対象者 該当率 利用者 終了者

(見込を含む) 終了率 保健指導
実施率

前年度
利用者数

利用者数
前年比

積極的支援 382 16.1% 20 20 100.0% 5.1% 61 32.8%

動機づけ支援 197 8.1% 4 4 100.0% 2.0% 23 17.4%

合　計 589 24.1% 24 24 100.0% 4.1% 84 28.6%

40歳未満への指導 − − 5 5 100.0% − 39 12.8%

　平成27年度の健診結果から保健指導を実施しましたが、指導を利用される方が減少してしまいました。
生活習慣病は自覚症状があまりないため甘く考えがちですが、自覚症状が出てからでは手遅れの場合が多
く、入り口での対処がとても重要となります。
　平成28年度の健診結果で指導対象となった方には、随時ご案内させていただいていますが、指導をぜひ
積極的にご利用いただいて、生活習慣の改善を図ってください。

平成27年度特定保健指導 実施状況

常備薬斡旋事業

被保険者数 申込人数 購入金額合計 １人当たり購入金額 申込率
平成28年度 4,393 2,419 3,145,280 円 1,300 円 55.1%

前年度 4,304 622 2,227,920 円 3,582 円 14.5%
平成25年度 4,176 3,686 3,920,730 円 1,064 円 88.5%

申込状況

区　分 人　数 申込割合
　　　　　 ～ 500 円 506 20.9％

510 円～ 990 円 1,126 46.5％
1,000 円～ 1,990 円 371 15.3％
2,000 円～ 2,990 円 181 7.5％
3,000 円～ 4,990 円 132 5.5％
5,000 円～ 9,990 円 87 3.6％

10,000 円以上 16 0.7％
合　計 2,419 100.0％

申込金額分布

　

家庭用常備薬の斡旋事業を昨年１1 〜 12 月に実施しました。
本年度は平成 25 年度以来の健保組合からの補助金（500 円）

を復活させたため、利用者は大幅に増加しました。
今後も病気予防や初期対応のための助成事業として

継続して行く予定です。

年々高騰している医療費について、将来的な抑制のために皆さん一人ひとりができることを、健康保険
組合連合会が提唱しているものをまとめた、「適正な受診で医療費を節減しよう！」版と「健康生活を始め
よう！」版の 2 種類をお配りしています。

ぜひ参考にしていただいて、できることから始めていただきますようお願いします。

健保のページ①

差し込みパンフレット
「健康保険。わしらにもできることがあるのだ！！」について

下記の公告はホームページに掲載しています。
◎公告第510号「第1〜3選挙区補欠選について」
◎公告第511号「第1〜3選挙区補欠選挙の議員候補者と
　　　　　　　　無投票について」
◎公告第512号「互選議員の就職」
◎公告第513号「互選理事の欠員に伴う補欠選挙について」
◎公告第514号「補欠選挙に伴う互選理事の就任について」

第1選挙区

第2選挙区

第3選挙区

伊吹　祐哉（兵庫トヨタ自動車株式会社）

清水　　源（神戸トヨペット株式会社　理事就任）

花岡　幸宏（トヨタカローラ兵庫株式会社）

新任議員

第23期組合会互選議員の退任に伴い補欠選挙が行われ、新しい議員が就職しました。
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https://t-pec.jp/websoudan/
（24時間・年中無休）　

Webでのご相談は❷ ユーザー名：hyogotoyota
パスワード：150251

医療費が増大する中、注目されている考え方が自分で自分の体を守るセルフメディケー
ションです。新しい医療費控除の仕組みが始まり、制度としても後押しされています。

※平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間

キーワード

セルフメディケーションとは「自分自身
の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は
自分で手当てすること」です。日頃から自
分の体に関心を持ち健康管理を心掛けて、
自分で健康を守ることを意味します。その
手段のひとつとして、軽い症状の場合は市
販薬を上手に使って自分で自分を治療する
ことが挙げられます。そのためには薬剤師
などの専門家のサポートを受け薬や医療に
対する正しい知識を持つことが必要となり
ます。

自分の健康には自分で責任をもつ

平成29年１月から新しい医療費控除として、「セ
ルフメディケーション税制」がスタートします。ド
ラッグストアなどで販売される市販薬のうち、対象
となるもの（特定の成分を含んだOTC医薬品）を年
間12,000円以上購入した場合に、確定申告を行う
ことでその年の所得から控除できる制度です。対象
となる市販薬にはパッケージに識別マークが記載さ
れます。

従来の医療費控除（年間10万円以上の医療費の支
払いが対象）とは選択制で、いずれか一方しか利用
できません。

市販薬の医療費控除が始まる
▶識別マーク

薬剤師と相談し、軽度な症状の場合は市販薬で治療する

セルフメディケーション

対象者 健診の受診やワクチン接種など一定の健
康管理を行っている人

対象製品 自分または生計を同じくする配偶者や親族
が購入した対象となる特定の市販薬の費用

控除額 年間購入額が12,000円を超えたとき、その
超えた額（上限88,000円）

体重や血圧を計
測し自分の体の
状態を把握する

チェック
病気になりにく
い規則正しい生
活を心掛ける

生活習慣
病気や薬、医療
に関する正しい
知識を持つ

知識

市販薬の活用

▶セルフメディケーションの原則

健保のページ②

● 5



「き」になる年金
基本の「き」 国の年金は、

何歳からうけ始められますか？

●国の年金は、原則25年以上※の受給資格期間を満たせば、65歳からうけ始めることができます。
●ただし、厚生年金保険の加入期間が1年以上あれば、生年月日に応じて60歳台前半からうけられる場合があ
ります（特別支給の老齢厚生年金）。次頁の表で確認してみましょう。

※受給資格期間を10年に短縮する法案（平成29年8月1日施行予定）が成立しました。

の年金制度に加入している皆さんは、将来、要件を満たすことで国の年金をうけることができます。

年金の受給開始年齢は、国の年金の加入期間や生年月日に応じて異なる場合があります。ご自身が

何歳から年金をうけ始められるか確認してみましょう。

国の年金の受給開始年齢テーマ

国の年金は原則 65歳からうけられる

●国の年金は、希望に応じてうけ始める時期の繰上げ・繰下げができます。
●年金の受給を繰り上げる場合は、60歳から受給開始年齢までの間で選択でき、1ヵ月につき0.5％が終身減
額されます。

●年金の受給を繰り下げる場合は、1ヵ月につき0.7％が終身増額されます。

年金をうける時期の繰上げ・繰下げができる

国

年金の繰上げのイメージ（65歳からうける老齢基礎年金の全部を繰り上げて受給します。）

６２歳
▼

６0歳
▼

６5歳
▼

報酬比例部分※ 老齢厚生年金

老齢基礎年金

繰上げの老齢基礎年金（本来の老齢基礎年金の70%）

繰上げの老齢厚生年金（本来の報酬比例部分の88%）

６0歳
▼

６5歳
▼

▼

報酬比例部分

老齢基礎年金

繰上げの老齢基礎年金（本来の老齢基礎年金の70%）

老齢厚生年金

【昭和30年4月2日～昭和32年4月1日生まれの男性が60歳で請求する場合】 【昭和29年4月2日～昭和33年4月1日生まれの女性が60歳で請求する場合】

0.5％×24ヵ月
＝12％の減額

0.5％×60ヵ月
＝30％の減額

0.5％×60ヵ月
＝30％の減額

※60歳台前半（60歳～64歳）の特別支給の老齢厚生年金には、定額部分と報酬比例部分があります。定額部分は加入月数、報酬比例部分は在職中の給与にそれぞれ比例しています。

６５歳

繰下
げ

繰上
げ

6●
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昭 32.4.2 ～ 昭 34.4.1
（昭 37.4.2 ～ 昭 39.4.1）

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金

うけられる年金と受給開始年齢
生年月日 うけられる年金

(　) 内は厚生年金の女性

昭 34.4.2 ～ 昭 36.4.1
（昭 39.4.2 ～ 昭 41.4.1）

報酬比例部分 老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金

昭 36.4.2 以後
（昭 41.4.2 以後）

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金
6

昭 24.4.2 ～ 昭 28.4.1
（昭 29.4.2 ～ 昭 33.4.1）

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金

報酬比例部分

昭 28.4.2 ～ 昭 30.4.1
（昭 33.4.2 ～ 昭 35.4.1）

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金

報酬比例部分

昭 30.4.2 ～ 昭 32.4.1
（昭 35.4.2 ～ 昭 37.4.1）

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金

報酬比例部分
3

2

1

4

5

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳60歳

報酬比例部分

Aさん：男性　
昭和 31年 11月 3 日生まれ

受給開始年齢は 62 歳
Bさん：女性
昭和 60 年 7月 4 日生まれ

受給開始年齢は 65 歳

●年金の受給資格期間

平成29年８月から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます
40年の加入で満額の老齢基礎年金
との原則は変わらず

老齢基礎年金だけでなく、厚生年金の加入期間が１ヵ月
以上あれば65歳から老齢厚生年金もうけられます。また、
昭和36年４月１日以前生まれの男性、昭和41年４月１日
以前生まれの女性で、厚生年金の加入期間が１年以上ある
人は、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金もうけられる
ようになります。
しかし、受給資格期間が10年に短縮されるからといって、

年金に10年加入すればよいわけではありません。20歳から
60歳になるまで40年間保険料を納めなければ、老齢基礎年
金が満額にならないことはこれまでと同じです。平成28年
度の老齢基礎年金の満額は78万100円（月額６万5,008円）
です。仮に10年の加入期間しかなければ、老齢基礎年金は
19万5,025円（月額１万6,252円）になってしまいます。10
年に短縮されても、60歳になるまで年金に加入するルール
に変わりはありません。

当初、消費税率の10％への引き上げは平成27年10月の
予定でした。しかし、政府の方針で平成29年４月に延期さ
れ、さらに平成31年10月に再延期されることになりました。
本来なら、受給資格期間の短縮も平成31年10月に延期さ
れることになります。一方、政府は社会全体の所得と消費
の底上げを図ることを目的に、無年金者対策の一環として、
消費税率の引き上げと受給資格期間の短縮を切り離すこと
を決定。そのための改正法案が平成28年11月に成立しまし
たので、平成29年８月から受給資格期間が10年に短縮さ
れます。すでに65歳以上になっており、年金の加入期間等
が25年未満のために年金をうけていない人も、カラ期間な
どを含め10年以上の期間があれば平成29年８月から年金
をうける権利が発生します。うけられるのは、その翌月の
９月分からです。ただし、年金は偶数月に直前の２ヵ月分
が支払われるため、実際にうけとるのは10月の支払いから
です。このように、新たに老齢基礎年金をうけられる人は
約40万人と見込まれています。

平成29年９月分（10月支払い）から
年金の受給が可能に

就職20歳

現在

平成29年
８月以降

国民年金加入

保険料納付期間 ＋ 保険料免除期間 ＋ カラ期間

保険料納付期間 ＋ 保険料免除期間 ＋ カラ期間

厚生年金加入

25年以上

10年以上

基金のページ②
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兵庫トヨタ自動車健康保険組合
兵庫トヨタ自動車企業年金基金

皆さんの写真を
「みどりのたより」に掲載しませんか

現在、健康保険組合と企業年金基金からのお知らせとして、年間4回発行しています。
みどりのたよりの表紙を飾る写真を皆様から募集させて頂き、優秀作品を使用させて頂きます。
皆様がお持ちの「春・夏・秋・冬」各号にふさわしい写真のご提供をお願いします。

今回募集しますのは、「春号」（4月上旬発行予定）の写真です。〔春号応募締切日：2月28日（火）必着〕

〈表紙写真〉
写真タイトル：冬の富士山
撮 影 場 所：静岡県

　ホームページでは当組合の概要や健康保険制度のしくみ、加入者の皆さまに役立
つ情報等のご紹介の他、保険給付及び適用関係の一部の申請書・請求書など各種
ホームページ掲載の届出用紙をダウンロードしてご利用いただけるようにしておりま
すので、是非ご覧いただきご活用ください。

http://hyogotoyota-kenpo.or.jpアドレス

情報満載のホームページ情報満載のホームページ
兵庫トヨタ自動車健康保険組合兵庫トヨタ自動車健康保険組合

2016年12月14日

2016年12月01日

2016年10月31日

2016年10月29日

 

 

インフルエンザ接種期間は12月末日で終了します。 お急ぎください！ 

１２月末をもって「歯科健診事業」は終了！今行くしかないです！！

「みどりのたより」秋号をお届けします

「歯科健診受診期限」まで時間がないです！このチャンスをお見逃しな
く！！

 

ぜひ、ご活
用

ください
！


